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路線図

平成２６年度高齢者バス等利用助成券の受け付けが始まります
２５年度の助成券（藤色）の有効期限は３月３１日まで。期限切れにご注意を！

市循環バス「せせらぎ号」を利用しましょう
どこまで乗っても１００円均一

　三島駅を中心に循環する「せせらぎ号」は、中心市
街地の活性化および回遊性向上のため、市内の路線バ
ス業者３社により運行しています。
　１周約３０分で、どこまで乗車しても運賃は１００円で
す。お気軽にご利用ください。
※祭典、道路、交通事情などによりコースの一部変更
や発着が遅れる場合があります。
時刻表（三島駅発着時刻）

　１乗車１００円分として利用できる助成券を、１年に
１回、３０枚交付します。
利用できる交通機関
　【バス】せせらぎ号、なかざと号、きたうえ号、ふ
れあい号、伊豆箱根バス、富士急バス、沼津登山東
海バス【鉄道】伊豆箱根鉄道駿豆線
対象　平成２７年３月３１日時点で７０歳以上になる市内在
住の人（昭和２０年３月３１日以前に生まれた人）

※三島市に住民登録のない人は除く。
持ち物　官公署が発行する身分証明書（保険証、運転免
許証など）※代理申請の場合は、対象者と代理人双方
の身分証明書が必要（代理人は同居の家族に限る）
注意事項　
葛新しい助成券は青色です。２５年度の藤色の券は４月
１日以降使用できません。
葛受付開始から１週間程度は混雑が予想されます。時
間に余裕を持ってお越しください。

葛駐車場が混雑します。公共交通機関の利用にご協力ください。

受付場所・日時
※専用窓口開設日以降も申請は可能です。
市役所長寿介護課
　受付開始　４月８日～
　受付日時　月～金曜日午前８時３０分～午後５時１５分
中郷文化プラザ
　受付開始　４月１０日木（専用窓口開設：４月１０日・１１日）
　受付日時　火～金曜日午前９時～午後５時
北上文化プラザ
　受付開始　４月１４日月（専用窓口開設：４月１４日・１５日）
　受付日時　月～金曜日午前９時～午後５時
錦田公民館
　受付開始　４月１６日水（専用窓口開設：４月１６日・１７日）
　受付日時　月～金曜日午前９時～午後５時
坂公民館
　受付開始　４月１８日金（専用窓口開設：４月１８日）
　受付日時　月～金曜日午前９時～午後５時
問合せ　長寿介護課（緯９８３－２６０９）
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問合せ　地域安全課（緯９８３－２６５１）
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　医療技術の進歩により、ペースメーカ・体内植え込
み型除細動器（ＩＣＤ）・人工関節・人工骨頭を入れ
ても、大きな支障がなく日常生活を送ることができる
人が多くなったことから、身体障害者手帳の認定基準
が一部変更されます。（従来の基準ですでに身体障害
者手帳の認定を受けている人には適用されません）
葛変更後の基準は、平成２６年４月以降に作成された診断
書・意見書を添付して申請する場合から適用されます。
葛経過措置として、平成２６年３月末までに診断書・意
見書が作成され、６月末までに申請した場合は、従
来の基準で認定されます。
問合せ　障がい福祉課（緯９８３－２６１２）

変更される基準

対象　学校教育法で定める大学（大学院）・短期大学・
高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校など
に在学している学生
申請場所　保険年金課国民年金係（市役所本館１階）
※１０年間のうちに保険料を納付（追納）することができま
すが、承認を受けた年度の翌年度から起算して、３年度
目以降に追納する場合、一定の加算額が加わります。
受付期間　４月１日～平成２７年４月末日
納付特例対象期間　平成２６年４月分～平成２７年３月分
持ち物　①年金手帳または国民年金保険料納付書②学
生証（表裏のコピー可）または在学証明書（原本）
③認め印（代理申請の場合）④前年就業していた場
合、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資
格者証の写し※郵送でも申請できます（申請書は市
ホームページからダウンロード可）

継続して学生納付特例を希望する場合
　２５年度に学生納付特例が承認され、２６年度も在学中
の人には、４月上旬にハガキ形式の申請書が送付され
ます。返送するだけで、申請手続きができます。
※今年度から納付書で納付希望の場合、三島年金事務
所（緯９７３－１４４４）へご連絡ください。
３月に卒業後、国民年金保険料の納付が困難な場合
　平成２６年４月～６月分の免除申請ができます。
受付期間　４月１日～７月末日まで
手続場所　保険年金課国民年金係（市役所本館１階）
持ち物　①年金手帳または国民年金保険料納付書②認
め印（代理申請の場合）※平成２５年１月１日以降に
三島市に転入した人は転入前の市町村に平成２５年度
所得課税証明を請求して添付してください。

問合せ　保険年金課（緯９８３－２６０６）

４月から３月まで

１・３・４級のい
ずれか※１一律１級

ペースメーカ、体内植
え込み型除細動器を入
れた人（心臓機能障害）

【股関節・膝関節】
４・５・７級のいずれ
かまたは非該当※２
【足関節】 
５・６・７級のいずれ
かまたは非該当※２

【股関節・膝関
節】一律４級
【足関節】 
一律５級

人工関節・人工骨頭を
入れた人（肢体不自由）

※１　ペースメーカなどへの依存度や日常生活活動の制限の程
度に応じて認定（先天性疾患の場合、従来どおり１級の認定）

※２　術後の経過が安定した時点での関節可動域などに応
じて認定（６級以上が障害者手帳交付対象）

　保険料を未納のままにしておくと、将来老齢基礎年
金を受けられない場合があります。また、障がいや死
亡といった状態が発生したとき障害基礎年金・遺族基
礎年金が受けられない場合がありますので、免除制度
をご利用ください。詳しくはお問い合わせください。

申請開始日　平成２６年４月１日から
持ち物　①申請時の雇用保険被保険者離職票または雇
用保険受給資格者証の写し（失業による申請の場
合）②認め印（代理申請の場合）③申請する年に三
島市以外に住民登録があった場合は、転入前の市町
村から取り寄せた該当する年の所得課税証明（配偶
者・世帯主の分も必要）

問合せ　三島年金事務所（緯９７３－１４４４）、保険年金課
（緯９８３－２６０６）

国民年金の免除申請で、さかのぼれる期間が長くなりました
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、納付が免除・猶予される制度

４月から申請できる期間これまで申請できた期間
申請時点の２年１カ月前から翌年
６月まで※学生納付特例は申請時
の２年１カ月前から翌年３月まで

７月～翌年６月までの１年以
内※学生納付特例は４月～翌
年３月まで

４月１日から身体障害者手帳の認定基準が変わります
ペースメーカや人工関節などを入れた場合の認定基準が見直されました

国民年金の学生納付特例申請をお忘れなく
２０歳以上の学生で国民年金保険料の納付が困難な場合、在学中の保険料納付が猶予されます




